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保育をめぐる社会の動向2.

我が国の保育所は昭和22年の児童福祉法

施行以後 「保育に欠ける児童」にたいし、、

福祉サービスの一つとして実施されてきた

行政のサービスである。児童家庭福祉行政

の中で、保育書運営関連の予算はそのほと

んどを占めており、中心的な分野である。

全国に2万2,000箇所あまりの保育所が設置

されていることからわかるように、児童福

祉分野は早くから着手・整備されて来たと

いう歴史がある。

しかし、今、直面していることは、旧来

から整備されてきた基盤があるにもかかわ

らず、時代のニーズに合致していない時代

遅れのサービスであるという事実であろ

う。量的な資源の整備がなされていたため

に、時代の変化に伴って発生してきた新し

いニーズや顕在化のかたちが変化したニー

ズ等に即応することが難しかったとも言え

る。また、児童福祉法の理念はその総則に

よるように「全ての子どもの健全育成と福

祉の向上」を目的としたものであったとし

ても、法に規定されている児童福祉施設に

よる援助の対象は、要保護性の強い子ど

も、すなわち家庭での養育が不可能と考え

る子ども、具体的な疾患を有している子ど

もを中心としたものであり、その流れの中

で「保育所」も整理されていることも挙げ

られよう。また、そこでの事業実施の目的

・機能は家庭における子育ての補完・代替

という目的からなされるものとして、法に

位置づけられていたことも、国民生活の変

化への対応等即応性の欠如につながったも

のと言えよう。

最近の児童福祉法改正等児童家庭福祉行

政見直しの中で、保育サービスを「就学前

児童のケア」として普遍的な社会支援サー

ビス

として捉える流れも見られる。少子化の要

因が解析・分析されるにつれて、就労と子

育てとの両立の視点が以前とは違う意味で

強調されている。かつて女性の就労は経済

的な理由によるものが多く、夫の収入でま

かないきれない分を妻が稼ぐという構造だ

った。しかし、現在では同じ経済的な理由

でも、維持したいと願い生活水準は高く、

余裕を持って生活するためのものになって

いる。また、女性の就労理由も経済的なも

のではなく、自己実現や自分の生き甲斐と

いった精神的な理由によるものも多くなる

等、多様化している。その中にあって、子

どもを育てるということは、多大な経済的

負担と精神的・肉体的な負担を持ってなさ

れる行為として、国民生活の中に位置づけ

られている。保育所をはじめとする子育て

支援のサービスは、子どもを持つことで余

儀なくされる「過酷な」生活を支援してい

くサービスである。

普遍的な支援サービスとして保育を位置

づけることは、文部省管轄の幼稚園との棲

み分け問題に着手することでもあり、決し

て容易ではない。しかし、児童福祉法改正

以後出された各種児童家庭局通知などによ

って、保育所と幼稚園の施設共有化が可能

になり、幼稚園での預かり保育事業に対す

る公的支援の事例等が報告されている。

平成10年4月から実施されている改正以

後の児童福祉法は、実際の現場での変化を

実感するには至らないまでも、数多くの変

化の兆しをもたらしている 「子育て」も社。

会的支援の対象にしていかなければ、子ど

も、親双方の生活的な豊かさは保障されな

いという状況が、国民的認識として形成さ

れるようになることにつながっている。ま

た、昨今目につくようになった学校でのい

じめ、不登校・ひきこもり等子どもたちの
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生活上の様々な問題発生によっても就学前

のケアを見直す動きは感じられている。

これからの保育をめぐる議論3.

これからの保育サービスの行方につい

て、(1)児童福祉法改正による影響、(2)地

方分権推進委員会勧告による影響、(3) 少

子化対策としての保育サービスの展開、の

三つに分けて考察する。

(1)児童福祉法の改正による影響

表1は今回の児童福祉法改正によって行わ

れた改正点を一覧にまとめたものである。

このことによって、保育所による保育サー

ビスがより普遍的な子育て支援サービスと

しての意味合いを強めて再生されたと言え

る。新しい入所方式の場合、保護者の選択

性がより強まった形になったために、保護

者への情報提供の重要性は格段に強まった

のである。そのことは、保育所の運営や保

育内容に至るまで、保育所情報を公開する

ことが前提となり、競争性と透明性が高ま

ることが期待されている。

また、保育料は従来の利用するサービス

の種別とはリンクしない形で納税額に応じ

て積算されてきいたが、将来的に保育費用

（コスト 、すなわち保育事業を運営するに）

かかった費用の額と連動して設定されるべ

きものであるとの考え方になった。保育費

用と保育料とのリンクは、保育所による保

育サービスをより柔軟に利用しやすい形に

していくために必要となる考え方である。

つまり、利用者が従来のように1日8時間、

週6日の通常保育を一つのパックとして購入

する層しかおらず、保育所も相談事業など

保育以外の付加的なサービスを実施するこ

ともなければ、保育費用（コスト）と保育

料をリンクする形は必要なかったのであ

る。しかし、これからは非定型保育や一時

預かりなど、時間ごとの設定によって運営

せざるをえない事業が増えていく場合、子

どもの家庭の事情によって一人の子どもを1

時間同じ場所で保育する費用が変わるとい

うシステムでは運営していくことが難しく

なってきたことも、年齢とサービスの種類

によって保育料を課す方向で検討される要

因であったと言える。

また、保母の名称変更も児童福祉法改正

に伴い行われた。児童福祉施設最低基準第3

3条に定められていた保母は、平成11年度か

ら「保育士」と変更されることになった。

この名称の変更は 「男性保母」の名称を規、

定することを目的として実施された。名称

の変更とともに国家資格とする方向性も議

論されたが、名称だけが変更された 「男性。

保母」の名称として「保父」も検討された

が、ジェンダーの視点からも保育士として

統一されたのである。

(2)地方分権化の流れの中での議論

地方分権推進委員会の勧告など、地方分

権をめぐる審議は児童福祉施策の実施体制

に大きな影響を与えている。今回の児童福

祉法の改正では、地方分権委員会の勧告に

従ったことを理由に付したものがいくつか

見られた。児童厚生員の名称がなくなり

「児童の遊びを指導する者」となったこ

と、保育所における調理員の必置規定を緩

和したこと、そして幼稚園との施設共有化

等弾力的な運用の決定等が挙げられる。幼

稚園との施設共有化については平成10年3月

に文部省初等中等教育局長と厚生省児童家

庭局長の連名通知（初幼第476号、児発第13

0号）によって打ち出された。この決定は、

保育内容と幼稚園教育のサービスの内容に

ついての見直しを促す作用も有していると
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考えることができ、今後は各市町村で具体

的に実践されることによって幼稚園と保育

所の共存実施体制が確立されていくであろ

う。特に少子化に伴う幼稚園経営の逼迫

が、新たな対応を余儀なくされている。幼

稚園による延長保育（預かり保育）にも公

費助成を行う動きが各地で起こっており、

今後も両者の関係は変化していくことが予

想される。

(3)少子化対策としての保育サービスの展開

現在の保育サービスをめぐる流れが具体

化したのは、少子化対策が本格化した平成

元年以降である。特に平成6年12月「エンゼ

ルプラン （今後の子育て支援のための施策」

の基本的方向について）が発表されて以

後、保育サービスは少子化対策の一部とし

て組み込まれている。エンゼルプランの発

表された二日後には大蔵・自治・厚生の3省

によって「緊急保育対策等5か年事業（当面

の緊急保育対策等を推進するための基本的

考え方）では、特別保育事業の充実を積極

的に行っている。各地方団体の取り組みを

促進するために。策定が進められてきた児

童育成計画（地方版エンゼルプラン）も、

社会福祉基礎構造改革において打ち出され

た「地域福祉計画」によって、その意義や

目的を見直す必要もでてきた。

また、平成11年4月に実施される省庁再編

によって厚生省は労働省と一緒になること

から、育児休業休暇の取得をはじめとする

雇用環境の整備と一体化した保育サービス

の充実が一層図られることになろう。少子

化対策が叫ばれた初期は「どうしたら子ど

もが増えるか」を目的として議論されるこ

とが多かったが、約10年の年月を経て子育

て環境の整備を通した長期的な取り組みこ

そが、少子化解決の糸口として必要である

ということに、政策側のコンセンサスが形

成されようとしている。


